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ポ
ウ
ル
・
デ
シ
ャ
ネ
ル
は
一
八
九
八
年
出
版
の
そ
の
著
書
「
新
共
和
國
」
の
中
に
於
て
プ
ウ
ラ
ン
ジ
’
一
運
動
に
鰯
れ

ダ

り

て
、
之
を
共
和
主
義
に
對
す
る
専
制
主
義
の
一
証
箏
の
事
件
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
ゐ
る
。
叉
柵
逃
の
史
家
ゲ
ェ
ッ
に
よ
れ

③

ば
、
同
じ
く
之
が
の
肝
昌
の
冒
房
さ
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
－
こ
が
見
ら
れ
る
。
當
時
猫
逸
皇
帝
ウ
キ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世

に
よ
っ
て
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
が
皇
帝
エ
ル
ネ
ス
ト
ー
こ
し
て
伯
林
訪
問
を
す
る
で
あ
ら
う
ざ
譜
誰
が
交
へ
ら
れ
た
こ
一
こ
が

”
・

傳
へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
‐
之
等
は
運
動
の
有
し
た
性
質
に
就
い
て
晤
示
に
術
む
概
察
を
典
へ
て
ゐ
る
一
こ
恩
は
れ
る
。

こ
の
運
動
は
、
由
來
す
る
所
に
於
て
使
雑
一
Ｌ
し
て
躯
一
な
も
の
で
な
い
が
，
簡
曜
に
云
へ
ば
唯
だ
－
つ
の
鮎
に
於
て

一
致
し
結
ば
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
時
の
共
祁
政
治
に
飽
き
足
ら
ざ
る
こ
こ
に
寄
り
合
っ
た
不
洲
者
の
結
合
で
あ
っ
た
こ
一
こ

で
あ
る
。
政
治
上
に
起
っ
た
諸
種
の
醜
事
件
は
共
和
政
治
並
に
議
會
組
織
に
對
す
る
不
信
用
を
惹
起
し
て
居
り
、
叉
佛

蘭
幽
第
三
共
和
國
の
平
和
政
策
も
棚
逸
報
復
主
唱
背
の
間
に
大
な
る
不
洲
の
因
一
ご
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
王
政
的

過
去
一
こ
王
政
的
傳
統
一
こ
を
有
す
る
保
守
派
は
術
に
共
和
制
の
倒
壊
を
望
み
之
に
代
ら
ん
｝
こ
す
る
↑
）
一
こ
に
於
て
、
彼
等
が

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
動
一
三
三

ブ
ウ
ラ
ン
ヘ
ヒ
運
動

（
一
）
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田
健
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I

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
三
四
，

自
派
の
利
益
山
た
め
に
こ
の
政
治
上
の
不
平
の
徒
廷
結
ぱ
う
と
す
る
の
は
極
め
て
自
然
の
理
で
あ
る
。
徴
時
愛
幽
感
情

の
皷
吹
を
以
て
鳴
り
、
「
報
撫
將
平
」
｜
こ
し
て
愛
幽
新
例
州
（
冒
唱
の
号
醜
冒
目
○
房
巴
の
支
持
ぞ
得
た
プ
ウ
｜
フ
ン
ジ
ェ

（
牙
巨
冒
侭
角
〕
⑦
８
個
の
い
‐
国
二
①
吻
こ
の
旨
〕
‐
冨
昌
①
）
勗
胃
ｌ
易
雪
）
の
川
圃
に
之
等
の
不
沌
荷
は
州
集
し
て
第
三
共
和
幽

に
對
し
て
彼
を
立
て
”
共
和
政
論
改
革
の
た
め
遮
法
修
正
の
要
求
を
な
し
た
の
で
あ
つ
’
、
時
人
は
彼
仇
名
を
冠
し
て

之
を
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
↓
こ
孵
し
た
。

こ
れ
が
發
腱
し
た
結
果
に
見
れ
ば
、
ク
ウ
デ
タ
の
空
氣
を
は
ら
み
、
例
へ
ば
「
五
月
十
六
日
」
の
王
城
復
朧
陰
謀
事

件
の
如
く
、
共
和
派
に
大
な
る
恐
城
と
狼
狽
↑
こ
を
典
へ
た
。
こ
の
新
な
危
機
に
辿
遇
し
た
共
和
政
府
は
マ
ク
マ
オ
ン
時

代
に
於
け
る
如
く
再
び
共
和
黛
の
集
中
ぞ
行
ひ
、
共
和
の
仔
蹴
は
其
蛾
箏
を
止
め
協
力
し
て
政
府
を
助
け
て
之
一
Ｌ
常
つ

た
。
一
八
八
九
年
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
凹
家
に
對
す
る
陰
謀
罪
を
以
て
辮
州
さ
れ
ん
↑
、
）
し
て
、
急
遥
「
自
由
の
國
」
白
耳

』

義
へ
逃
亡
し
、
そ
の
一
蹴
は
九
月
の
總
選
来
一
Ｌ
敗
退
し
て
，
髄
か
に
年
余
に
し
て
こ
の
連
動
は
終
り
を
杵
げ
た
。

そ
の
終
蒋
の
跡
を
辿
れ
ば
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
そ
の
人
の
政
治
的
才
幹
に
就
い
て
或
は
「
凡
廠
」
の
批
評
の
必
ず
し
も

不
常
で
な
い
こ
、
こ
が
考
へ
ら
れ
る
。
叉
彼
を
推
し
た
運
動
こ
の
脚
係
に
於
て
は
「
空
虚
な
る
虚
飾
的
人
物
」
に
過
ぎ
な

か
っ
た
一
こ
す
る
見
解
も
存
在
し
得
る
。
か
ゞ
る
プ
ウ
ラ
ン
ジ
↑
師
地
位
を
承
認
し
て
も
、
こ
の
運
動
が
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の

名
盤
一
Ｌ
先
づ
結
ん
だ
限
り
に
於
て
、
彼
の
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
不
滿
の
「
政
治
的
結
合
の
棡
軸
」
で
あ
っ
た
こ
一
こ
が
、

．
八
七
○
年
以
後
の
佛
閑
四
」
の
著
肴
、
ｚ
シ
ー
ル
・
レ
エ
リ
チ
ェ
と
均
し
く
認
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
一
方
こ
の
運

動
は
、
セ
ィ
ニ
ョ
ボ
ス
も
云
ふ
通
り
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
が
信
念
］
こ
生
命
こ
そ
賭
し
て
率
ゐ
た
所
の
も
の
で
な
い
所
か
ら
、
率



く

こ
の
宣
言
は
先
づ
「
桃
附
凹
は
多
年
に
亘
ｈ
物
礎
上
糀
岬
上
の
災
害
を
蒙
の
來
つ
た
。
若
し
之
を
等
閑
に
附
す
る
こ

一
こ
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
す
べ
て
の
も
の
一
Ｌ
及
ぶ
不
幸
は
測
り
知
る
可
ら
ず
」
｜
こ
剛
の
安
危
を
憂
へ
て
，
「
政
治

及
び
批
曾
上
に
於
け
る
災
害
に
は
二
つ
の
理
川
が
存
在
す
る
。
一
つ
は
剛
内
の
制
度
の
欠
陥
で
あ
る
。
他
は
全
く
誤
ら

れ
た
る
共
和
思
想
で
あ
｝
。
。
共
和
側
は
一
部
人
士
の
所
有
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
仰
蘭
四
人
は
悉
く
が
政
治
に
閲
し

て
平
等
の
瀧
利
を
有
す
る
の
で
あ
一
己
↓
、
｜
論
じ
て
ゐ
一
の
。
こ
の
現
在
の
共
和
政
は
誤
謬
で
あ
る
一
こ
す
る
思
想
、
一
部
の

罪
椛
に
委
ね
ら
れ
て
ゐ
る
一
こ
す
る
見
方
‐
而
し
て
之
が
凹
形
難
難
の
曲
っ
て
來
ら
棋
源
。
、
’
す
一
ｏ
こ
こ
に
於
て
、
「
断
乎

た
る
手
を
下
し
て
熊
の
政
治
を
排
し
」
、
「
力
ぞ
繋
げ
て
一
つ
の
新
し
き
制
度
を
希
ふ
」
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
た
め
に

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
勵
一
三
五

剛
會
議
負
一
こ
し
て
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ニ
か
そ
の
一
派
を
代
表
し
て
、
悲
法
の
修
正
要
求
を
下
院
に
て
貴
明
し
た
の
は
、
一

八
八
八
年
六
月
の
こ
一
こ
で
あ
る
。
こ
の
宣
言
は
、
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
な
る
も
の
が
有
し
た
性
賀
に
開
し
て
、
そ
れ
が

如
何
な
る
感
情
に
出
發
し
て
ゐ
る
も
の
か
、
そ
の
意
岡
す
る
所
、
及
び
そ
の
主
恢
か
共
和
政
ざ
汗
絡
す
る
所
の
も
の
あ

り
一
、
｝
す
れ
ば
如
何
な
る
黙
に
於
て
然
る
の
で
あ
る
か
等
に
就
い
て
、
考
察
を
進
め
る
上
に
就
い
て
先
づ
省
ら
る
べ
き
も

の
言
考
へ
ら
れ
る
。

ろ
彼
を
帷
し
て
運
動
、
發
峡
す
ら
に
至
っ
た
肺
御
政
治
の
背
機
の
事
怖
が
省
ら
る
可
き
で
あ
ｈ
、
特
に
第
三
共
和
幽
一
し

於
け
る
政
治
的
離
合
の
意
味
が
概
察
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。

（
一
一
）

’



1

プ
ワ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
三
六

彼
等
は
「
窓
法
↓
ぞ
修
正
す
べ
き
の
時
な
る
こ
一
こ
を
宣
言
」
す
る
の
で
あ
↓
、
。
特
に
「
恋
法
は
人
民
の
賛
意
に
依
る
可
き

も
の
で
あ
る
」
こ
一
こ
が
云
は
れ
て
ゐ
る
Ｊ

右
に
よ
っ
て
凡
そ
憲
法
修
正
要
求
の
川
發
が
奈
邊
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
今
ぞ
了
解
し
得
る
一
ご
思
ふ
。
而
し
て
亦
人

民
主
樅
の
思
想
が
弧
く
黄
か
れ
て
ゐ
る
こ
『
こ
も
見
逃
せ
な
い
一
へ
一
恩
ふ
。
所
洲
耐
會
主
義
－
ご
目
さ
れ
る
黙
で
あ
る
ｏ

き
て
か
、
る
共
和
政
の
現
状
に
對
す
る
不
滿
の
念
に
出
づ
る
所
の
、
議
會
｝
に
於
て
宣
言
さ
れ
た
こ
の
連
動
の
意
圖

は
、
具
搬
的
に
は
就
中
一
八
七
五
年
制
定
さ
れ
た
共
和
黛
法
の
陵
棄
一
こ
云
ふ
こ
↓
ご
に
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
｝
こ
す
る
所

は
、
之
は
「
王
政
主
義
的
憲
法
」
で
人
民
主
椎
に
惇
る
所
の
制
度
一
こ
さ
れ
た
鮎
で
あ
り
、
特
に
こ
の
意
味
か
ら
上
院
の

膣
止
一
ご
云
ふ
こ
一
こ
が
要
求
さ
れ
た
。

制
定
の
常
時
に
遡
る
に
、
こ
の
共
和
憲
法
は
．
つ
の
不
幸
な
る
日
」
に
於
て
選
出
さ
れ
た
國
民
議
曾
に
よ
っ
て
、

約
四
年
の
日
子
を
經
涯
一
八
七
五
年
に
完
了
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
一
八
七
一
年
二
月
八
日
’
七
五
年
十
二
月
州
一

日
）
、
こ
の
議
曾
は
議
旦
の
大
多
数
に
於
て
、
保
守
主
義
稀
で
あ
り
、
王
政
主
義
者
で
あ
っ
た
。
然
し
結
局
之
は
王
蹴

一
ご
共
和
派
こ
の
妥
協
的
な
糒
禰
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
云
ふ
て
よ
い
。
即
ち
右
黛
側
は
そ
の
夢
想
す
る
制
度
を
再
建
す

る
こ
一
こ
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
出
来
る
だ
け
王
政
に
近
い
一
つ
の
共
和
政
の
み
を
承
認
し
よ
う
一
こ
し
た
。
即
ら
復
畔

⑤

の
た
め
に
更
ら
に
シ
暫
ポ
ー
ル
家
を
擁
立
し
て
、
機
會
の
然
し
た
る
時
に
、
大
統
領
の
椅
子
を
容
易
に
王
座
こ
な
し
得

る
性
癖
皿
の
も
の
｝
こ
な
し
た
。
礎
っ
て
共
和
國
憲
法
は
‐
王
政
の
期
待
の
下
に
成
る
懸
法
で
あ
っ
た
｜
ご
云
ふ
こ
一
こ
が
出
來

ろ
。
他
方
に
於
て
、
共
和
派
の
す
べ
て
は
或
る
條
件
の
下
に
先
つ
共
和
の
事
資
学
ぞ
確
認
せ
し
め
る
た
め
に
、
政
治
的
及

ド
ー
ｈ
け
１



ぴ
献
會
的
事
項
戸
」
於
け
る
彼
等
の
特
別
な
ら
主
張
を
一
時
断
念
し
た
。
而
し
て
内
容
的
の
組
織
は
一
↓
こ
先
づ
こ
れ
を
後

日
に
留
保
す
る
こ
一
己
に
し
て
、
そ
の
努
力
を
差
し
當
ｂ
共
和
一
こ
い
ふ
「
洲
聖
な
る
文
字
」
得
冒
○
爵
胃
風
）
の
確
立

に
集
中
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
一
に
、
何
れ
の
側
か
ら
も
、
こ
の
共
和
憲
法
の
制
定
は
本
衝
的
に
は
暇
に
暫
定
的
性
質

のく

の
も
の
に
過
ぎ
な
い
ざ
老
へ
ら
れ
て
ゐ
た
。

か
、
る
悲
法
仁
對
し
て
の
異
論
は
、
急
進
的
民
主
々
義
朽
の
側
に
大
い
に
旧
へ
ら
れ
た
が
、
こ
の
こ
、
こ
は
既
に
國
民

議
曾
の
懸
法
制
定
の
討
論
に
於
て
見
ら
れ
る
。
特
に
上
院
の
制
度
に
閲
し
て
、
之
が
重
大
な
論
鮎
一
こ
な
っ
て
ゐ
る
。
共

和
政
綬
に
於
け
る
第
二
院
の
形
成
は
、
常
時
の
保
守
的
議
員
に
取
り
て
は
、
明
か
に
一
つ
の
公
理
で
あ
り
、
ま
た
手
ふ

ぺ
か
ら
ざ
る
一
つ
の
理
論
で
あ
っ
た
。
而
し
て
又
彼
等
に
取
り
て
は
、
こ
の
上
院
の
存
在
は
彼
等
が
共
和
的
諸
制
度
に

忍
從
し
得
る
が
た
め
に
必
要
峡
く
可
ら
ざ
る
條
件
で
す
ら
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
政
繼
や
そ
の
他
の
恋
怯
上
の
諸
制
度
が

如
何
な
る
形
の
上
に
樅
成
さ
れ
る
べ
き
か
の
間
魍
す
ら
決
定
さ
れ
ぬ
前
に
、
閲
民
識
曾
に
於
て
、
先
づ
第
一
に
上
院
の

櫛
成
が
要
求
さ
れ
た
の
は
、
即
ち
こ
れ
が
た
め
で
あ
る
。
則
民
議
曾
に
よ
り
て
終
局
的
に
採
決
さ
れ
た
節
一
の
憲
法

は
、
上
院
の
樅
成
に
州
す
る
一
八
七
五
年
二
月
二
十
四
日
の
法
椎
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
極
右
蝋
の
岡
士
の
一
人
筆
へ
ル

ヵ
ス
テ
ル
仁
よ
り
て
發
せ
ら
れ
た
第
一
笠
は
次
小
如
く
で
あ
っ
た
コ
コ
八
七
五
年
の
恋
法
の
眼
目
は
上
院
で
あ
る
」
・

急
進
派
は
之
に
對
し
て
大
な
る
反
對
を
唱
へ
て
ゐ
る
。
急
進
派
の
見
解
に
從
ふ
》
こ
、
一
院
制
の
原
則
は
共
和
無
の
傳
統

的
理
論
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
る
雌
も
優
れ
た
脈
理
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
若
主
政
治
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡
は
共
和
愁
法
か

ら
拒
絶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
上
院
の
制
度
を
腰
棄
す
ら
こ
一
こ
が
、
共
和
団
の
當
初
に
於
て
、
ま
さ
し
く
急

プ
ウ
昨
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
勵
動

一

三
七

c

■
Ⅱ
日
日
■
■
Ⅱ
■
■
０
１



I

こ
の
上
院
の
礎
止
、
ご
い
ふ
こ
、
こ
は
一
院
制
歴
の
庇
現
一
こ
云
ふ
こ
｝
こ
に
な
る
の
で
あ
る
が
，
更
ら
に
彼
等
の
主
張
で

、
ノ

９

は
、
こ
の
一
院
は
一
八
四
八
年
の
悲
法
に
見
ら
る
、
が
如
き
班
な
る
立
法
譲
會
の
性
寅
を
榊
ば
し
め
ら
る
ゞ
に
過
ぎ
ぬ

の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
の
決
定
も
幽
民
投
票
の
ぐ
①
８
に
從
ふ
可
き
こ
一
こ
が
定
め
ら
れ
、
こ
の
・
こ
こ
は
政
治
上
に
人
民
一
こ

云
ふ
も
の
が
重
喫
な
地
位
を
占
め
て
來
一
。
こ
・
こ
を
意
味
す
る
。
之
は
人
民
主
棚
今
ぞ
尊
重
す
る
彼
等
に
於
て
、
叉
國
政
が

く ０ Ｊｌ

一
部
の
專
雛
に
委
ね
ら
れ
且
つ
識
・
曾
の
腐
敗
一
ご
無
力
↓
こ
が
政
治
上
の
混
乱
を
来
た
し
て
ゐ
る
一
こ
す
る
彼
等
の
反
議
會
主

義
に
於
て
、
當
然
達
せ
ら
る
、
結
論
で
あ
る
と
思
ふ
。
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ル
フ
ー
ヴ
ル
・
ポ
ン
タ
ヅ
ー
は
「
デ
モ
ク
ラ
シ

ィ
｝
に
は
通
常
の
埼
こ
堰
堤
一
こ
の
築
か
れ
る
こ
－
こ
が
必
要
で
あ
る
。
是
非
一
こ
も
必
要
で
あ
る
」
｜
ご
述
べ
た
が
、
彼
等
は
そ

の
埒
で
あ
り
、
そ
の
堰
堤
で
あ
る
上
院
を
朧
止
し
、
叉
代
訓
制
を
否
定
し
て
直
接
の
民
意
の
支
配
を
要
望
し
た
の
で
あ

る
。
ク
レ
マ
ン
ソ
ゥ
は
こ
の
反
識
會
主
義
に
對
し
て
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
主
張
は
共
和
剛
に
弓
を
引
く
も
の
で
あ
る
一
こ

○
芦

勺
上

論
難
の
矢
を
報
い
て
ゐ
る
（
Ｑ
①
印
昌
緯
”
舎
巨
冒
呂
①
、
日
名
』
ぐ
○
房
・
唖
の
御
言
鼻
⑦
ご
Ｐ
冒
昌
具
）
・

彼
等
は
右
の
如
き
主
張
の
外
に
今
一
つ
注
目
せ
ら
る
可
き
、
殊
に
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
の
共
和
政
に
對
す
る
意
義
に

於
て
最
重
要
な
る
性
箪
こ
思
考
せ
ら
る
、
主
張
を
な
し
て
ゐ
る
。
即
ち
國
民
投
票
の
決
定
す
る
民
意
に
よ
っ
て
、
直
接

れ
る
の
で
あ
る
。 プ

ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
三
八

の

進
瀧
の
根
本
的
信
條
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
所
詔
「
民
主
々
義
的
嫉
妬
」
《
旨
く
昌
画
号
日
○
日
昌
目
）
に
よ
っ
て
上
院

８

の
終
身
の
制
度
が
腰
止
さ
れ
（
一
八
八
四
年
十
二
月
九
日
の
法
律
）
、
共
和
派
に
よ
っ
て
次
第
に
そ
の
議
席
の
多
く
が

占
め
ら
る
ゞ
に
至
っ
た
後
に
も
術
存
綴
し
た
信
條
で
、
こ
の
主
張
は
そ
の
ま
ゞ
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
宣
言
の
中
に
見
出
さ

I



國
民
に
責
任
を
有
す
る
大
統
領
が
選
出
せ
ら
”
。
“
こ
－
こ
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
民
選
大
統
倣
に
は
弧
大
な
る
硴
限
が
附

與
せ
ら
れ
る
。
惟
ふ
に
こ
の
主
狼
は
、
先
の
民
主
的
な
思
想
こ
は
徳
だ
矛
盾
撞
着
せ
る
所
の
も
の
一
こ
考
へ
ら
れ
る
が
、

こ
の
こ
一
こ
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
の
由
っ
て
來
る
繊
維
性
を
如
質
に
反
映
せ
る
も
の
で
な
い
か
《
ご
思
ふ
。
こ
の
主
張
一
卜

３グ
ｋ

於
て
は
、
一
八
五
二
年
の
懸
法
に
類
似
を
見
出
す
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
絶
大
な
一
勾
椛
力
を
握
る
大
統
領
は
、
途
に
自
ら

が
す
べ
て
一
へ
一
な
る
に
至
っ
た
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
一
し
比
す
一
Ｃ
こ
一
こ
が
出
來
ゐ
。
こ
、
に
至
っ
て
、
こ
の
悲
法
修
正
の

要
求
が
共
和
派
に
大
な
る
杷
憂
を
抱
か
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
即
ち
之
が
専
制
の
企
岡
一
こ
し
て
目
さ
る
”
に
至
っ
た
理

右
の
如
き
主
張
を
有
す
る
修
正
運
動
に
對
し
て
、
常
時
の
共
和
縦
耐
抱
い
た
感
捕
を
代
表
す
る
意
見
一
こ
し
て
、
既
に

グ
ラ
ン
ト
リ
ア
ン
に
會
合
し
た
彼
等
の
涜
言
を
以
て
之
を
見
て
よ
い
で
あ
ら
う
。
曰
く
「
共
和
蕪
大
家
族
の
各
派
に
厨

す
る
吾
人
は
、
國
内
に
法
だ
不
面
目
な
る
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
に
膿
期
李
ぞ
來
ら
す
た
め
に
、
共
和
國
に
忠
誠
な
る
も
の

す
べ
て
の
間
に
一
致
ぞ
必
要
な
り
－
ご
思
惟
す
る
。
（
略
）
市
民
椛
利
協
街
は
目
的
↓
こ
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
反
動
及
び
専
制

ｊく

の
企
圃
Ｌ
對
し
容
赦
な
き
抗
争
を
以
て
、
共
和
山
の
擁
護
を
な
す
一
し
在
一
②
、
云
々
」
｜
こ
・
叉
時
の
首
棚
フ
月
ヶ
は
修

正
要
求
を
時
期
尚
早
一
こ
し
且
つ
「
壬
蹴
の
良
」
或
は
「
破
れ
か
ら
す
い
て
見
ゆ
る
専
制
の
マ
ン
ト
」
｜
こ
云
ふ
形
容
を
之

由
一
ｃ
あ
る
。

仁
與
へ
て
ゐ
る
◎プ

ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
動

１

１

１

一
三
九

’



I

I

右
の
如
き
主
張
一
、
｜
意
味
一
こ
を
有
し
た
こ
の
運
動
は
、
そ
の
成
立
に
常
っ
て
、
政
治
的
信
念
に
よ
っ
て
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ

が
率
ゐ
た
所
の
通
勤
で
必
ず
し
も
な
い
こ
一
こ
が
記
帷
さ
れ
る
要
・
か
あ
る
。
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ニ
一
個
の
明
白
な
主
張
を
叩
く

こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。
然
し
こ
の
通
勤
Ｅ
こ
り
て
、
彼
の
名
は
欠
く
可
ら
・
ざ
る
棚
係
を
有
す
る
。
之
は
彼
が
常
時

人
心
Ｌ
典
へ
た
信
望
に
先
っ
結
ん
だ
所
の
運
動
で
あ
っ
た
と
云
っ
て
差
支
へ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
於
て
、

プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
の
存
在
は
常
時
の
耐
愈
的
政
治
的
の
由
來
↑
ご
共
↓
Ｌ
、
こ
の
連
動
に
附
し
て
省
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

先
づ
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ニ
の
政
治
的
生
涯
ご
之
一
Ｌ
關
係
あ
る
事
件
↑
こ
を
略
記
す
れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

一
八
八
六
年
一
月
ド
・
フ
レ
シ
ネ
内
閣
〕
し
陸
相

同
デ
カ
ズ
ヴ
ィ
ル
罷
業
事
件

六
月
王
族
排
斥
法
令

七
月
ロ
ン
シ
ャ
ン
槻
兵
式

十
二
月
ゴ
プ
レ
内
閣
に
陸
相

一
八
八
七
年
四
月
シ
ュ
ネ
プ
レ
拘
禁
事
件

五
月
《
コ
プ
レ
内
閣
瓦
解

七
月
ク
レ
ル
モ
ン
軍
閥
長
に
蒋
補
、
リ
ヨ
ン
騨
出
發

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
浬
勤

（
一
二
）

一
四
○



一
八
八
八
年
四
月
代
議
士
に
常
選

六
月
議
曾
に
憲
法
修
正
要
求

一
八
八
九
年
一
月
代
議
士
に
常
選
（
第
七
回
）

二
月
盟
記
投
票
制
復
活

四
月
白
耳
義
へ
逃
亡

九
月
総
選
翠
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
無
大
敗

一
八
九
一
年
九
月
Ｑ
屍
呂
①
に
て
自
殺

そ
の
傳
記
に
從
へ
ば
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
一
八
三
七
年
四
月
、
青
き
プ
ル
タ
ー
一
三
の
古
都
市
レ
ン
ヌ
に
生
れ
、
か

の
ク
レ
マ
ン
ソ
ウ
と
ナ
ン
ト
に
學
窓
を
共
に
し
、
更
ら
に
進
ん
で
サ
ン
・
シ
ィ
ル
の
軍
官
學
校
に
入
っ
た
。
尚
傳
記
を

信
ず
れ
ば
軍
人
一
こ
し
て
將
來
に
對
す
る
大
望
を
抱
い
て
ゐ
た
こ
尋
こ
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
彼
の
名
醗
は
、
ド
・
プ

レ
、
ン
ネ
内
閣
に
誠
賢
な
る
共
和
派
と
し
て
推
さ
れ
て
陸
相
に
列
し
て
よ
り
始
る
一
こ
見
て
差
支
な
い
。
《
屋
監
冒
〕
の
昌
昌
ｏ
目
こ

の
語
句
が
あ
る
や
う
に
ワ
ト
ラ
ン
、
ご
い
ふ
一
技
師
を
窓
外
に
投
じ
て
勃
發
し
た
デ
ヵ
ズ
ヴ
ィ
ル
の
罷
業
に
於
て
、
軍
隊

は
民
衆
へ
の
發
砲
を
禁
ぜ
ら
れ
て
終
始
中
立
の
態
度
を
一
こ
っ
た
。
次
丘
ハ
月
法
令
く
一
稲
せ
ら
れ
る
王
族
排
斥
令
に
よ
っ

て
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
勇
敢
に
王
黛
置
族
を
埴
除
よ
の
罷
免
し
た
。
例
へ
ば
ド
ウ
マ
ァ
ル
侯
の
如
き
が
あ
り
、
保
守
窯

の
側
に
て
論
難
を
大
い
に
受
け
た
。
之
等
は
先
づ
民
衆
的
共
和
的
將
車
・
こ
し
て
の
高
名
を
得
た
始
め
で
あ
っ
て
、
七
月

価

ロ
ン
、
ン
ヤ
ン
に
行
は
れ
た
パ
ス
｜
ラ
ュ
占
鋲
紀
念
大
湖
兵
式
一
し
常
っ
て
の
、
巴
里
比
衆
の
將
軍
一
卜
對
す
る
感
情
及
び
プ
ゥ

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤

・
・
１
ｈ
日

四

I



1

プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
一
四
二

ラ
ン
ジ
ェ
を
越
材
・
こ
し
て
咽
は
れ
た
常
時
の
流
行
状
ョ
２
》
胃
昌
》
寝
ご
野
己
に
は
こ
の
消
息
を
僻
へ
る
も
の
が
あ
る
。

然
し
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
迩
勅
の
一
つ
の
挫
素
・
こ
し
て
の
剛
民
の
將
車
』
對
す
る
熱
狂
的
な
偏
望
は
、
そ
れ
が
械
極
的
な

政
治
通
勤
へ
發
腿
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
之
を
杵
佛
戦
手
に
よ
る
創
痩
の
思
川
の
中
に
、
對
拙
逃
復
讐
一
こ
い
ふ
閲
民
的

感
情
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
や
フ
に
恩
ふ
・
術
こ
れ
に
就
い
て
は
愛
幽
通
勤
者
の
支
持
↑
ご
云
ふ
こ
一
こ
も

併
せ
て
考
へ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
八
八
六
年
二
月
以
降
の
燭
乙
外
交
丈
番
の
誌
す
所
に
磯
っ
て
見
れ
ば
、
巴
里
駐
在
の
猫
逸
武
官
フ
ォ
ン
。
ヴ
４
ヨ
ウ

ム
の
巴
里
二
月
廿
八
日
附
の
諜
報
に
は
次
の
如
く
あ
る
。

《
《
…
ご
閂
ｚ
肖
一
〕
ず
賃
①
『
己
の
岨
の
①
二
国
己
の
昌
昌
）
ロ
○
コ
》
の
⑦
。
曾
己
国
○
昌
昌
侭
①
再
》
ゴ
鼻
①
冒
己
○
号
昌
男
目
目
角
⑦
め

冒
冒
①
［
ぬ
璽
乱
一
藍
、
巨
日
ｍ
亘
〕
四
一
ｍ
”
⑦
ぐ
己
邑
〕
の
胃
一
①
鴫
一
三
己
啓
閏
ぐ
の
号
曾
昌
の
言
亘
呂
昌
畠
切
ｇ
・
・
匂
い
再
旦
儲
９
局
侭
①

冒
言
野
胃
胃
目
鼻
毎
〔
弓
己
〕
８
目
三
目
『
①
〕
）
芝
①
国
】
⑦
唖
蜜
門
号
ロ
〕
〕
①
巨
ｇ
屍
Ｈ
一
①
嘱
冒
ご
剪
臼
己
日
君
日
厭
号
同

鈩
ご
角
歸
①
目
〕
自
侭
Ｅ
旦
・
①
吻
目
Ｌ
ｏ
ご
①
い
一
】
呉
軍
葛
の
庁
ゴ
①
ｍ
〕
ご
昌
言
且
⑦
【
三
①
号
侭
ｍ
冨
冒
夛
渕
①
一
ぬ
①
、
の
ご
己
①
こ
〕
①
岸
昌
己
昌
Ｏ
ｏ
－
］

ぐ
○
門
①
冒
碕
四
〕
、
觜
多
色
頤
⑦
ヨ
ー
）
『
○
つ
ゴ
①
筒
凰
蔚
函
〉
口
角
ｐ
い
、
己
〕
ぬ
》
ぬ
乱
の
①
妙
］
巳
、
』
寓
目
〕
誌
①
沖
自
〕
勺
旦
吻
①
画
ｎ
ｏ
冒
亘
か
厨
冒
①
己
『

』６１く

再
舟
９
９
府
〉
締
昌
一
甚
胃
角
巨
さ
言
胃
①
吻
冒
言
の
⑦
碗
己
行
ｇ
巴
〕
烏
．
］
］
ゞ
（
ｚ
Ｈ
．
届
畠
）

右
は
間
断
な
く
本
國
へ
送
ら
れ
た
詳
細
な
ら
報
導
の
中
の
一
部
分
の
掲
載
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
こ
一
こ
は
「
報
復
の

陸
帆
」
負
の
ぐ
目
鼻
の
寄
屑
吻
目
雪
再
①
『
）
↑
こ
の
形
奔
が
典
へ
ら
れ
た
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
職
種
的
な
軍
備
充
資
莱
に
参
脳
せ

ら
一
Ｃ
べ
き
も
小
で
あ
る
。
彼
の
軍
隊
改
善
に
就
い
て
の
業
紙
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
頗
る
多
い
。
叉
兵
管
生
活
に
對
す

〃



ろ
裕
砺
な
物
寅
の
供
給
醤
な
し
、
新
火
薬
の
發
明
に
よ
っ
て
武
器
の
催
秀
に
就
い
て
の
國
人
の
自
備
を
啓
發
す
る
な
ぎ

そ
の
手
段
を
識
し
て
ゐ
る
。
か
ゞ
る
將
車
の
存
在
は
、
愛
幽
連
動
こ
結
ん
で
國
民
の
愛
國
感
情
を
刺
戟
す
る
所
の
も
の

で
、
特
に
猫
逃
復
讐
こ
い
ふ
こ
一
こ
が
唱
へ
ら
れ
た
。
オ
ン
ヶ
ン
の
如
き
猫
逸
の
史
家
は
”
の
く
営
号
①
胃
］
畠
、
冒
扇
↓
ご
之

戸
ｊ
ｄ

を
秘
し
て
ゐ
る
。
尚
こ
の
史
家
の
統
計
を
信
ず
れ
ば
軍
愛
に
閥
し
て
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
．

（
麓
）
屍
ざ
喝
暖
房
圏
型
目
１
戸
畔
二
割
ｇ
目
》

“
。
心
つ
い
心
唾
、
鈎
悼
の
、
。
①
の

、
の
全
山
毎
画
“
“
の
剖
幽
の
。
、
唾

（
壺
一
琴
］
、
剖
○
四
℃
割
ｍ
ｍ
ｍ
Ｃ
つ
つ
目
つ
い
い

、
Ｃ
『
の
②
つ
の
①
Ｃ
Ｃ
Ｃ
画
。
。
幸
い

“
⑦
、
Ｐ
の
α
］
⑦
Ｃ
つ
。
画
］
。
、
割

之
は
常
時
の
剛
際
開
係
に
参
照
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
棚
佛
の
比
較
は
此
虚
で
は
さ
し
て
重
要
で
な
い
。
佛
蘭

西
に
於
て
八
六
年
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
陸
相
の
時
代
で
あ
る
こ
↓
こ
が
念
頭
に
趾
か
れ
て
、
こ
の
敷
字
の
膨
脹
が
示
す
所

を
老
へ
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
ヴ
４
ヨ
ウ
ム
は
佛
附
西
に
於
け
る
將
軍
の
存
在
一
ご
對
猫
逸
國
民
悠
情
さ
を
報
道

し
て
，
戦
争
勃
發
の
危
仙
を
述
べ
て
ゐ
る
。
か
ゞ
る
報
告
が
細
い
て
本
則
へ
送
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
先
の
文
番
集
の

し
て
、
戦
争
勃
發
の
危
側
を
述
べ
て
垂

收
録
に
就
い
て
見
ら
る
：
虎
で
あ
る
。

然
し
同
じ
く
駐
佛
糊
逃
大
使
ミ
ュ
ン
ス
タ
の
報
告
を
併
せ
て
見
る
・
こ
、
前
朽
に
反
し
て
之
は
冷
静
に
し
て
温
和
な
意

見
が
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
以
下
そ
の
大
意
を
述
ぶ
れ
ば
、
「
佛
閲
四
図
民
間
の
報
復
感
情
勃
發
に
就
い
て
は
特
別
の
も

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤

ｐ
ｊ
ｌ
ｌ

四
三

’
1
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プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
四
四

の
あ
る
考
認
む
る
。
然
し
そ
れ
は
作
爲
一
し
よ
っ
て
刺
戦
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
例
へ
そ
れ
が
新
聞
、
公
開
の
席
に
て

唱
へ
ら
れ
て
も
、
國
民
は
心
よ
り
聖
戦
（
言
碧
の
目
⑦
閏
冒
①
）
を
欲
し
て
ゐ
る
の
で
な
い
－
ご
信
ず
る
。
巴
里
に
反
し
て

地
方
の
共
和
派
は
明
か
に
平
和
的
で
あ
る
。
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
閏
人
が
信
ず
る
程
に
危
険
で
な
い
。
彼
は
他
將
の
嫉
覗

及
び
共
和
思
想
堅
固
の
た
め
に
専
制
政
治
は
欺
き
得
ぬ
。
民
衆
の
感
怖
は
↑
こ
も
あ
れ
、
佛
蘭
四
政
府
は
兵
に
平
和
を
望

Ｓ

ん
で
ゐ
る
云
々
」
『
ご
・
こ
の
報
告
中
の
棚
察
に
は
佛
閲
西
の
岡
怖
を
學
ぶ
上
に
興
味
深
く
感
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ

れ
は
一
こ
も
か
く
一
こ
し
て
、
之
の
意
見
は
ビ
ス
マ
ル
ク
に
と
ら
れ
る
所
》
ご
な
ら
ず
、
フ
ォ
ン
・
ヴ
ィ
ョ
ウ
ム
の
そ
れ
が
用
ひ

ら
れ
大
一
こ
い
ふ
こ
－
こ
の
み
を
述
べ
る
｝
Ｌ
止
め
る
。
佛
蘭
西
の
こ
の
形
勢
は
少
か
ら
ず
濁
逸
の
側
に
警
戒
を
與
へ
た
も
の

と
忠
は
れ
る
。
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ン
の
幽
境
に
於
て
佛
人
警
察
官
シ
ュ
ネ
ブ
レ
が
間
諜
の
嫌
疑
に
よ
っ
て
棚
逸
官
窓
に

逮
捕
さ
れ
た
と
一
こ
は
（
八
七
年
四
月
）
、
殊
に
國
境
方
而
一
に
於
け
る
凋
逃
の
緊
娠
今
や
一
否
め
な
い
や
う
に
思
ふ
。
ア
ル
ザ

ス
・
ロ
レ
ン
の
猫
逸
要
路
宥
フ
ォ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
は
一
月
廿
八
日
、
職
孚
勃
發
の
樅
れ
あ
る
こ
一
こ
、
佛
蘭
西
國
民
感
情
、

９ Ｊ

特
に
冒
習
の
号
ｍ
冒
日
。
爵
に
代
表
さ
れ
る
愛
幽
連
動
の
と
｝
こ
に
就
い
て
述
べ
て
ゐ
る
。

此
虎
に
重
要
で
あ
る
の
は
、
こ
の
珊
逃
側
の
馨
戒
緊
張
は
、
國
外
に
態
度
嘘
硬
で
あ
る
愛
國
的
將
軍
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ

の
存
在
が
然
ら
し
む
る
一
こ
す
る
、
國
人
の
之
に
對
す
る
信
望
で
あ
る
ｃ
前
記
の
、
ン
ユ
ネ
プ
レ
拘
禁
事
件
は
多
大
の
衝
動

を
佛
蘭
西
輿
論
の
上
に
典
へ
、
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
ま
た
兵
苧
笹
動
か
し
た
が
、
政
府
に
於
け
る
平
和
的
交
渉
の
結
果
之
が
放

り
】
《
Ｕ

晃
さ
れ
た
時
、
民
衆
の
あ
げ
た
叫
び
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
が
ビ
ス
マ
ル
ク
を
ひ
つ
》
）
ま
せ
た
！
’
こ
い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
プ

ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
民
衆
の
間
に
於
け
る
與
望
を
よ
く
傳
へ
る
。 I



か
。
る
將
軍
の
存
在
に
對
し
て
、
政
府
内
部
及
び
議
會
に
於
て
反
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
對
立
を
生
ず
る
に
至
っ
た
こ
と

は
注
目
す
べ
き
鮎
で
あ
る
。
こ
の
時
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ニ
ー
ご
意
が
合
は
な
か
っ
た
一
人
↑
こ
し
て
外
相
フ
ル
ウ
ラ
ン
が
あ
る
が
、

彼
は
公
然
・
こ
濁
逸
大
使
一
崎
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
車
事
豫
算
請
水
仁
對
し
て
識
曾
は
之
を
否
決
す
る
こ
｜
こ
、
彼
及
び
彼
の

２

仲
間
の
多
數
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
と
袖
を
分
つ
意
あ
る
旨
を
僻
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
こ
一
こ
は
對
猫
逃
開
係
の
顧
慮
の
上
に
現

は
れ
た
一
つ
の
確
執
で
あ
る
け
れ
さ
も
、
や
う
や
く
將
耶
の
急
進
的
側
向
が
淵
杣
的
共
和
派
に
容
れ
ら
れ
な
く
な
っ
て

來
た
こ
ゞ
こ
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
胴
者
の
關
係
は
特
に
今
後
に
於
て
發
股
す
る
。
プ
ウ
｜
フ
ン
ジ
ェ
が
後
に
恋
法
修
正
の

要
求
を
共
和
派
に
對
し
て
な
し
た
主
張
の
中
に
、
識
曾
を
形
容
し
て
《
《
胃
豐
唾
①
○
三
〕
日
冒
三
号
ご
｝
、
）
稀
し
て
ゐ
る
こ
と

は
、
一
面
彼
が
温
和
派
に
對
し
て
抱
け
る
侮
蔑
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
次
の
ル
ー
ヴ
ィ
ヱ
内
閣
の
組
織
に
常
つ

州

一

て
（
一
八
八
七
年
五
月
）
、
殆
き
二
迦
間
組
閣
の
道
を
氷
い
だ
－
つ
の
大
石
は
、
ロ
ウ
ト
ン
が
述
べ
て
ゐ
る
や
う
に
、

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
陸
相
任
命
に
閥
す
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
・
こ
も
‐
共
和
派
ゞ
ご
彼
と
の
棚
係
の
疎
隔
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
時
巴
里
諸
新
川
か
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
を
支
持
す
る
問
題
に
閲
し
て
ざ
う
云
ふ
風
に
分
れ
て
ゐ
た
か
、
フ
ラ
ン
シ
ス

ｏ
ロ
オ
ル
に
よ
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

○
○
具
昂
篁
①
宛
名
己
堅
》
一
①
国
盟
８
毛
》
衿
巨
８
昌
酔
両
刃
９
尾
亘
昼
巨
①
坤
巴
易
昌
切
の
》
苛
皀
⑦
日
湧
》
言
甸
Ｐ
賞
》
苛
め
○
斤
ニ

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
一
四
五

㈲
○
日
恥
苛
勺
①
異
宕
冒
冒
昌
》
旨
間
目
〕
房
目
①
〕
Ｆ
自
詳
【
曽
扇
侭
２
貝
）
行
弔
①
三
局
目
画
⑦
唇
）
旨
”
①
ぐ
臼
】
ｇ
①
〕
奇
。
『
一
日
緯

争

甸
①
戸
豆
①
》
盲
旬
日
】
〕
の
⑦
。
琿
昌
、
、
日
固
く
曾
①
冒
①
貝
》
一
⑦
淫
胃
〆
・
堕
宵
房
）
庁
ぐ
巳
冒
一
『
①
》
貢
ｍ
Ｏ
昌
ぐ
の
国
冒
①
融
〕
毎

句
畠
、
〉
○
章
国
鼠
迄
ご
Ｐ
９
ご
】
廻
庁
陣
）
宜
房
旨
旦
里
Ｏ
ａ
Ｈ
①
遙
国
目
Ｃ
Ｑ
①
で
揖
昌
ｍ
〕
毎
ｚ
鼻
５
．
．

リマ
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之
等
に
於
て
支
持
す
る
も
の
に
は
急
進
的
傾
向
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
云
へ
よ
う
。
筒
地
方
に
於
て
最
有
力
の
四
十

紙
か
プ
ウ
ブ
ン
ジ
ニ
の
絶
對
支
持
を
表
明
し
て
ゐ
る
。

閣
窒
に
列
す
る
こ
蕾
こ
を
プ
ウ
ラ
ン
ジ
垂
は
得
な
か
っ
た
が
、
更
ら
に
ク
レ
ル
モ
ン
軍
開
長
一
こ
し
て
直
ち
に
任
地
を
遠

く
に
移
さ
れ
た
（
一
八
八
七
年
七
月
）
・
巴
里
よ
り
遥
か
に
距
ｂ
た
る
南
佛
蘭
幽
へ
彼
を
稗
じ
た
こ
、
こ
は
勿
論
共
和
仮

ノ

ー
こ
の
弱
な
る
政
見
の
疎
隔
こ
い
ふ
錨
の
み
で
な
く
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
存
在
が
特
に
巴
里
一
Ｌ
於
て
祗
會
に
典
へ
る
所
の

一
種
の
動
描
を
避
け
ん
と
す
る
に
あ
っ
た
こ
一
こ
は
推
察
に
難
く
な
い
。
こ
の
報
が
一
度
傳
へ
ら
れ
る
と
、
巴
里
民
衆
の

夕

間
に
騒
然
た
る
室
氣
が
醸
し
出
さ
れ
た
が
り
こ
の
こ
》
こ
は
將
軍
の
リ
ヨ
ン
朧
出
發
（
七
月
八
日
）
に
當
っ
て
騨
頭
に
群
つ

た
民
衆
の
騒
擾
を
目
雌
し
た
シ
ャ
ン
シ
。
ル
の
記
事
に
よ
っ
て
詳
し
く
知
る
こ
一
こ
が
出
來
る
。
而
し
て
興
深
く
思
ふ
所
は
、

《
畠
・
・
・
○
口
①
碗
の
斡
自
脚
邑
①
胃
画
目
○
○
○
戸
ご
○
画
く
①
め
厚
同
旨
（
』
巨
里
庁
○
目
○
○
一
毎
行
○
巨
切
］
①
、
一
〕
○
号
【
ぬ
胃
、
》
庁
○
巨
穴
⑦
い
苛
め
○
ケ
騨
己
切
○
］
〕
吻
邑
目
》
○
旨

く
①
冒
己
Ｑ
ｍ
ｐ
ｍ
盲
尉
匡
①
．
ｏ
騨
一
〕
い
行
い
⑦
呂
圏
ｏ
の
ｍ
］
ご
局
①
、
〉
○
口
丹
己
庁
両
自
己
９
Ｐ
ご
鼠
の
晟
ぐ
三
日
Ｏ
鼻
囚
ロ
『
昌
昌
異
腎
里

．
、叩

】く

旦
色
菖
鵠
ざ
』
こ
ぐ
弓
⑦
国
○
巳
巴
弱
の
旦
罠
届
く
冒
己
昌
一
こ

さ
あ
る
そ
の
一
節
で
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
萬
歳
を
叫
び
政
府
に
民
衆
の
反
感
が
向
っ
て
ゐ
ゐ
こ
－
ご
で
あ
る
。

■

祗
會
に
存
し
た
か
ゞ
る
プ
ウ
ラ
ン
寺
ン
ェ
熱
は
、
通
勤
の
發
陵
の
上
に
省
ら
れ
る
重
要
な
鮎
で
あ
る
。
特
に
留
意
す
べ

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
浬
動
一
四
六

房
ｚ
農
○
二
己
》
苛
詞
画
ｓ
ｏ
己
》
己
口
昌
ぐ
①
厨
〉
房
三
○
国
号
）
庁
勺
①
胃
○
塁
）
ｏ
昌
一
》
毎
の
鳥
再
訂
号
岸
畠
〕
８
〉
苛

蜀
昌
日
預
房
）
旨
弓
鼻
【
扇
毎
口
か
厩
】
］
い
の
〕
宮
冒
○
昌
房
貝
画
ご
旨
弓
負
い
堅
〕
房
弔
ｎ
号
冒
○
昌
苛
胃
廼
盲
勺
①
鼻
①

ｊ
梱
叩

⑨
】く

園
愚
隅
灸
行
の
勇
昌
○
房
．



き
は
之
に
開
連
す
る
愛
鯏
主
義
者
の
活
動
で
あ
る
。
猫
進
入
フ
ォ
ン
・
ホ
フ
マ
ン
が
自
習
。
（
冨
冨
昌
○
訂
吻
の
通
勤
に

就
い
て
指
摘
し
て
ゐ
る
こ
一
こ
は
既
に
述
べ
た
が
、
之
は
八
七
年
よ
り
ボ
ウ
ル
・
デ
ル
レ
ド
に
よ
り
て
次
第
に
政
治
的
色

彩
を
帯
び
來
り
、
遂
に
こ
の
恩
鼠
邑
屈
の
菌
一
旦
〕
①
の
機
鮒
ゞ
こ
し
て
の
活
動
を
生
ず
る
に
至
っ
た
こ
一
ご
で
あ
る
。
こ
れ

の
機
關
紙
フ
ラ
ン
ス
。
、
ヒ
リ
テ
ー
ル
は
、
ア
ル
ザ
ス
・
ロ
レ
ン
に
吾
人
を
待
て
る
者
あ
る
こ
一
こ
を
想
起
す
る
一
ご
愛
幽
的

言
論
を
掲
げ
た
。
一
月
二
十
七
日
の
選
畢
に
於
て
見
ら
る
、
如
く
、
民
衆
の
先
頭
に
立
ち
て
ク
ゥ
デ
タ
の
要
望
を
プ
ゥ

ラ
ン
ジ
ヱ
に
な
し
た
の
は
こ
の
一
派
に
よ
る
。

こ
の
常
選
に
於
て
彼
が
多
数
の
支
持
を
得
た
こ
と
は
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
名
嘩
を
知
る
こ
蕾
こ
に
よ
っ
て
不
思
議
一
こ
さ

れ
な
い
。
然
し
更
ら
に
之
と
密
接
に
剛
通
し
て
政
治
的
の
深
い
理
由
が
存
在
す
る
二
一
こ
を
決
し
て
見
逃
し
て
な
ら
な

い
。
プ
ウ
ラ
ン
ジ
’
一
を
支
持
し
た
も
の
は
之
ぞ
熊
首
と
し
、
そ
の
愛
花
石
竹
を
蕪
の
旗
印
一
こ
し
た
國
民
蕪
な
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
黛
派
は
起
源
〃
異
に
す
る
二
感
怖
が
寄
っ
た
洩
雑
な
一
つ
の
不
洲
喧
結
ん
で
ゐ
る
。
一
つ
は
先
に
も
述
べ

た
柵
逃
に
對
す
る
復
響
ご
軍
備
の
充
賞
一
こ
を
願
ふ
。
即
ち
剛
民
黛
の
名
稲
に
兄
ら
↓
ｅ
如
く
、
載
極
的
な
愛
幽
主
義
・
こ

ゐ
る
。 一

八
八
八
年
四
月
，
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
代
議
士
候
補
に
推
さ
れ
ｑ
ラ
・
ド
ル
ド
ウ
’
－
１
及
び
ル
・
ノ
オ
ル
の
二
唾
に
於

て
八
五
、
○
○
○
票
に
對
す
る
一
七
二
、
○
○
○
栗
を
以
て
常
逃
し
た
。
既
》
Ｌ
之
よ
り
先
三
月
に
彼
は
軍
燕
を
退
い
て

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
迩
励

へ

四
一

一
四
七

|’
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プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
四
八

軍
國
主
義
｜
こ
が
合
し
た
も
の
で
あ
↓
わ
。
之
等
Ｅ
こ
り
て
は
岡
威
を
損
す
る
も
の
｜
こ
し
て
温
和
派
の
政
策
は
承
認
し
難

い
。
他
は
一
八
七
五
年
共
和
恋
法
は
人
民
圭
椛
を
否
定
せ
る
も
の
一
こ
し
て
そ
れ
に
對
し
怨
を
抱
く
。
之
等
の
不
滿
に
對

し
更
ら
に
共
和
政
治
に
於
け
る
政
界
の
腐
敗
（
例
へ
ば
八
七
年
に
於
け
る
ウ
ィ
ル
ソ
ン
勲
章
事
件
）
、
政
争
に
對
す
る

嫌
悪
の
念
哨
交
は
り
て
、
か
く
し
て
共
和
無
に
よ
り
て
行
は
れ
る
識
曾
政
治
に
對
す
る
民
心
の
離
反
が
存
在
し
た
。
之

は
識
會
組
織
に
於
て
、
最
も
重
大
な
る
，
一
般
人
民
よ
り
選
出
し
て
最
偉
大
粁
を
頭
｝
こ
す
る
こ
と
が
佛
蘭
西
に
街
現
せ

』衛

ら
れ
て
ゐ
な
い
事
溌
よ
り
正
常
づ
け
ら
れ
る
感
情
で
あ
る
一
ご
ロ
ウ
ヱ
ル
は
指
摘
し
て
ゐ
る
。
之
等
の
革
正
の
た
め
に

は
、
腐
敗
せ
ら
政
治
家
を
逐
ひ
、
秩
序
こ
清
廉
こ
を
回
復
し
、
外
國
に
對
し
て
弧
硬
な
態
度
を
一
こ
り
得
る
愛
國
的
民
衆

的
將
軍
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
星
に
椛
李
ぞ
與
へ
る
に
あ
る
一
こ
し
た
。
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
を
樅
難
し
、
常
選
せ
し
む
る
に
至
つ
《
事
情
に

就
い
て
は
、
是
の
如
く
共
和
政
治
一
に
對
し
て
証
會
に
存
し
た
多
く
の
不
滿
が
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
名
謹
に
結
ぶ
に
至
っ
た

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
之
が
政
治
的
連
動
ぞ
遂
げ
る
所
に
、
プ
ウ
ラ
ン
《
ン
ェ
蓮
動
の
發
展
が
見
ら
れ
る
が
、

今
一
度
重
復
を
厭
は
ず
し
て
六
月
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
り
て
議
曾
に
提
唱
さ
れ
た
要
求
を
見
る
な
ら
ば
、
彼
等
が
共
和

政
治
に
不
滿
を
抱
い
て
居
り
、
そ
の
革
正
を
意
間
し
て
ゐ
る
こ
と
が
覗
は
れ
や
う
。

「
佛
閑
西
は
多
年
に
亘
り
、
物
質
的
精
祁
的
不
幸
を
蒙
っ
て
來
唱
若
し
之
を
等
閑
に
附
す
る
な
ら
ば
、
之
は
す

べ
て
の
も
の
に
災
害
を
持
ち
來
す
こ
一
こ
は
明
か
で
あ
る
。
佛
蘭
西
は
噺
乎
た
る
手
を
下
し
て
蕪
の
政
治
を
排
す

る
。
全
力
を
以
て
一
つ
の
新
し
き
制
度
を
希
ふ
の
で
あ
る
。
政
治
上
及
び
祗
會
上
の
不
幸
に
對
し
て
は
二
つ
の
理

由
が
存
す
る
。
一
つ
は
吾
が
國
の
制
度
の
欠
陥
で
あ
り
、
他
は
全
く
誤
ら
れ
た
共
和
思
想
で
あ
る
。
共
和
國
は
一

1

’
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こ
の
共
和
政
治
に
對
す
る
不
浦
が
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
を
通
し
て
政
治
的
に
表
明
せ
ら
れ
る
た
め
に
、
そ
の
主
張
の
基

本
と
な
る
も
の
は
所
訓
耐
會
主
義
満
の
稲
が
あ
っ
た
修
正
派
の
理
論
で
あ
っ
て
、
主
さ
し
て
こ
の
派
の
理
論
家
ナ
ッ
ヶ

の
案
に
出
づ
る
。
所
謂
祗
會
主
義
的
値
向
を
そ
の
主
張
の
上
に
見
ら
れ
る
こ
一
こ
は
此
虚
に
理
由
を
見
る
こ
一
こ
が
出
來
よ

す

一
フ
。

而
し
て
更
ら
に
こ
の
蓮
動
は
注
目
す
べ
き
一
つ
の
剛
係
を
有
し
た
。
政
治
上
に
於
て
王
黛
一
こ
の
聯
絡
を
唯
じ
た
こ
一
こ

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
が
「
反
動
の
企
圖
」
｝
こ
し
て
見
ら
れ
た
理
由
の
存
す
る
所
で
あ
る
。

先
づ
保
守
派
そ
の
も
の
《
在
來
の
性
鷺
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
佛
剛
西
の
政
治
的
制
度
の
根
本
的
改
革
を
要
求

す
る
一
ご
云
ふ
こ
－
ご
で
あ
る
。
即
ち
共
和
政
の
否
定
で
あ
る
。
十
九
世
紀
佛
剛
西
史
を
省
る
時
に
、
王
黛
と
共
和
魚
↑
こ
の

訂
争
が
革
命
と
反
動
ご
な
っ
て
現
れ
て
居
り
、
或
る
史
家
は
．
一
つ
の
魂
を
有
す
る
幽
民
の
悲
劇
」
↑
ご
之
を
稚
し
て
ゐ

る
程
で
あ
る
。
彼
等
保
守
派
は
唾
盈
政
府
の
與
黛
た
ら
ん
一
こ
す
る
け
れ
－
》
」
も
、
彼
等
が
政
府
の
顛
殺
を
希
望
し
、
そ
れ

に
代
ら
ん
と
す
る
の
は
、
右
の
立
場
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
。
一
見
し
て
彼
等
を
特
賀
づ
け
る
も
の
は
、
一
般
に
貴
族

の
標
識
一
ご
見
ら
る
可
き
、
主
一
こ
し
て
号
の
稀
號
を
そ
の
姓
の
前
に
有
し
て
ゐ
る
こ
一
こ
で
あ
る
。
彼
等
は
王
政
的
傳
統

部
人
の
所
有
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
佛
剛
四
人
は
悉
く
政
治
に
對
し
て
平
等
の
椛
利
を
有
す
る
。
共
和
派
』
こ

は
‐
す
べ
て
の
満
に
一
こ
り
、
正
義
及
び
自
由
の
與
黛
た
る
こ
こ
で
あ
る
。
惟
ふ
に
憲
法
は
人
民
の
賛
意
に
從
ふ
可

き
も
の
で
あ
る
。
余
は
諸
君
に
以
下
の
如
き
挑
議
を
な
す
。
下
院
は
悲
法
ぞ
修
正
す
べ
き
の
時
な
る
こ
－
こ
を
宣
言

、
ノ

６２く

幸
タ
ヲ
の
｝
ご
」
○フ

ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動

U

l

一
四
九

〆

Ｉ
Ｉ
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こ
の
王
黛
の
支
持
に
就
い
て
更
ら
に
有
力
に
之
を
示
す
躯
蜜
は
、
後
年
明
か
と
さ
る
ゞ
に
至
っ
た
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
選

０

塞
畿
の
王
瀧
の
手
に
出
で
た
こ
一
こ
で
あ
る
。
巴
里
伯
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
勿
論
王
黛
の
す
べ
て
が
之
に
組
し
た
も

の
で
な
か
っ
た
こ
－
こ
は
ド
ゥ
マ
ァ
ル
侯
の
如
き
一
例
に
よ
る
迄
も
な
く
推
察
す
る
こ
－
ご
が
出
來
る
。
次
の
プ
ウ
ラ
ン

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
五
○

ざ
王
政
的
過
去
｝
こ
を
有
し
、
ま
た
大
部
分
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
朧
を
奉
じ
て
ゐ
る
。
そ
の
数
に
就
い
て
の
詳
細
は
知
る
を

得
な
い
が
、
デ
、
ン
ヤ
ネ
ル
は
一
八
八
五
’
八
九
年
に
壬
黛
の
代
議
士
二
百
名
を
鍬
へ
、
之
が
三
百
五
十
閏
の
選
翠
荷
を

赤
）

代
表
す
る
こ
一
こ
を
述
べ
て
ゐ
る
。
こ
の
保
守
派
は
從
來
時
に
應
じ
場
合
に
應
じ
て
共
和
熊
諸
派
の
間
に
介
在
し
て
キ
ャ

ス
チ
ン
グ
ヴ
オ
ト
を
握
っ
た
が
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
辿
勤
に
對
し
て
も
同
様
の
意
味
か
ら
之
に
参
加
し
、
形
勢
を
自
己
に

有
利
に
展
開
せ
し
め
ん
一
こ
し
た
の
は
極
め
て
自
然
で
あ
る
。
か
く
し
て
保
守
派
は
共
和
政
倒
壊
の
望
み
を
之
に
托
し

た
。
次
の
皇
帝
の
名
が
何
で
あ
ら
う
『
ご
介
意
す
る
こ
さ
な
く
帝
政
派
は
一
人
に
至
一
。
迄
之
に
参
加
し
た
の
で
あ
り
、
王

〃
、
争
一
（
旬

黛
は
叉
そ
の
大
部
分
が
之
に
從
ふ
こ
一
こ
に
よ
っ
て
漁
夫
の
利
を
囲
っ
た
の
で
あ
る
。

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
派
と
保
守
派
・
こ
の
提
携
を
可
能
に
す
る
理
由
↑
こ
し
て
、
保
守
派
の
側
に
於
て
は
右
の
こ
－
こ
が
考
へ
得

ら
れ
る
が
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
派
に
於
て
は
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
を
代
議
士
↓
こ
し
て
選
出
す
る
た
め
に
へ
叉
共
和
祇
に
對
抗
す

る
上
か
ら
、
保
守
派
の
支
持
を
不
可
峡
の
も
の
こ
し
た
轆
情
に
基
く
。
此
虚
に
於
て
曾
て
は
「
保
守
派
の
悪
夢
一
で
あ

っ
た
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
が
、
彼
等
に
好
を
通
ず
る
に
至
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
雨
肴
の
開
係
は
侭
《
庁
吻
冒
昌
の
号
め
言
愚
８
貝
①
員
吻
こ

の“

或
は
《
ず
四
四
己
最
曾
昇
８
房
。
庁
の
日
》
》
の
語
一
ぞ
以
て
常
時
形
容
さ
れ
た
。
侭
侶
汲
も
共
和
蝋
の
世
俗
化
政
策
に
反
對

の
立
場
か
ら
之
に
結
ん
で
ゐ
る
。

１
１
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説
習

○

ジ
ェ
の
言
は
、
こ
の
連
動
に
於
け
る
王
灘
こ
の
速
絲
を
如
實
に
示
し
て
ゐ
る
一
こ
思
ふ
。
（
三
月
ツ
ウ
ル
に
於
け
る
演

《
《
○
口
目
①
Ｈ
①
頁
○
の
毒
⑦
８
房
一
⑦
い
ち
貝
め
亀
騨
汽
①
一
】
昌
一
試
○
の
ｍ
臼
］
ｇ
⑦
固
め
己
員
房
【
ｅ
『
Ｐ
房
房
曾
胃
ロ
ロ
脅
一
昌
一
、
厨
》
庁
ｅ
ゴ
①
崗

由

Ｐ
昌
旦
昌
庁
目
①
戸
９
８
叩
一
〕
胃
房
ロ
冒
叩
閏
具
》
シ
崗
旦
①
ぃ
庁
日
Ｒ
一
○
口
。
①
冒
屈
ｇ
巨
匡
昼
巨
①
．
○
の
厚
×
ぬ
昌
匿
ｐ
８
具

■

○
○
口
言
①
門
巨
○
房
。
①
、
Ｐ
Ｏ
Ｇ
巨
吻
緯
愛
○
口
唖
で
①
局
亜
Ｑ
の
め
い
○
巨
庁
Ｑ
の
、
旨
〕
⑦
ロ
冨
巨
扇
。
］
①
ぐ
①
巨
〆
【
Ｐ
腸
①
『
ｐ
ご
苛
局
画
巨
庁
○
届
門
口
①
門
口
○
再
穴
○
巨
鞭

行
い
ウ
○
旨
甸
門
自
局
昌
、
．
］
①
国
①
ロ
⑦
日
昌
］
Ｑ
①
シ
芦
）
⑦
扇
○
口
。
①
巳
９
戸
〕
一
二
⑦
具
〉
万
目
》
⑦
〆
置
①
で
勝
巳
①
、
⑦
再
冨
○
鼻
角
○
国
頃
‐

己
①
．
祠
①
夙
○
旨
〕
①
富
国
昌
苛
ｍ
ａ
ｏ
扇
⑦
『
ぐ
具
の
匡
厨
（
壱
』
ｇ
①
、
Ｅ
く
①
貝
》
旨
①
ｇ
の
働
芹
一
》
言
旨
昂
。
⑦
目
①
ｓ
【
⑦
Ｐ
ロ
①
］
①

Ｕ
Ｄ

目
①
忌
巳
日
①
①
〕
〕
曰
く
の
日
。
①
貢
屍
舎
匡
巨
ご
ロ
⑦
官
昌
旨
《
国
三
門
．
。
⑦
、
８
－
扇
臼
ぐ
鼻
①
目
的
ぐ
ｇ
①
具
の
冨
司
①
日
⑦
具

申

ロ
ロ
）
巨
己
①
Ｈ
⑦
、
冨
貝
呉
旨
自
号
房
冒
・
星
）
胃
①
○
匡
旦
⑦
盲
８
】
Ｐ
口
承
》
旨
の
旨
⑦
め
一
豊
①
酔
呉
舜
毎
一
目
亘
⑪
冨
鵠
臼
昌
庁
旨

申

抄

自
画
庁
５
口
奇
○
口
毎
Ｐ
巨
鵠
一
旦
ご
一
切
の
①
》
毛
の
巨
庁
ふ
庁
『
①
胃
．
口
匡
ご
⑦
で
一
口
吻
》
Ｐ
ロ
》
里
庁
］
】
①
一
》
①
禺
評
○
の
庁
厨
｝
］
の
匡
門
⑦
・
・
・
〕
①
ａ
Ｈ
Ｏ
】
、
画
一
》
一
口
か
⑦

ｊ

●

Ｈ
、
己
巨
ご
屋
○
斡
言
⑦
・
・
弔
○
口
吋
の
①
（
宕
芦
⑦
切
計
Ｑ
①
叩
Ｈ
ｇ
）
巨
匡
］
Ｏ
脚
言
い
Ｑ
⑦
急
の
旨
⑦
Ｑ
鼻
の
〕
芦
冨
①
旨
画
ご
①
拶
匡
○
○
巨
壱
Ｑ
Ｐ
ｐ
晩
庁
冒
昌
再
戸

目
鼻
ら
ご
巴
．
画
云
己
①
厨
○
日
〕
①
冒
》
Ｑ
●
星
胤
旦
〕
①
。
①
匡
〆
〔
』
三
】
〕
》
⑦
ロ
、
ｏ
具
》
〕
鱒
い
①
ご
ｏ
ｏ
Ｈ
①
Ｑ
①
く
①
旨
【
ぬ
Ｈ
ｏ
朗
胃
】
〕
Ｏ
ｍ
Ｈ
創
己
ぬ
い
里

色
①
己
①
ぐ
①
Ｈ
湧
冒
望
騨
巨
〆
官
○
］
２
，
口
①
冒
○
唖
①
日
〕
⑦
一
昌
切
一
⑦
つ
①
巨
旦
①
具
］
臼
〕
の
⑦
い
。
①
め
ｐ
ｏ
ｏ
ｆ
Ｐ
自
室
叩
で
○
ｍ
脇
。
①
具
．
国
邑

。
④

Ｆ

夕

○
屋
ぐ
国
具
さ
具
の
唖
唱
巳
邑
研
庁
吻
で
日
蔚
吻
。
①
言
両
の
置
戸
匡
昼
届
①
〉
］
①
ご
〕
己
宅
浄
切
巳
詐
色
巨
の
苛
苛
晩
○
厚
く
国
扇
ｍ
ｐ
ｘ

Ｇ

少

ｇ
ｏ
】
〕
胃
○
三
め
訂
、
一
）
○
員
苛
め
嚴
昌
〕
負
い
巨
詫
Ｈ
公
）
巨
ウ
胃
湧
言
い
．
］
》
巴
巳
斤
（
壱
①
青
］
①
、
○
口
員
昌
ｍ
シ
８
５
行
い
ロ
ｏ
日
日
⑦
、

ご

口
〕
○
】
〕
騨
門
。
｝
〕
一
鼻
①
、
己
○
巨
鄙
』』１３〃

、

Ｑ
①
ご
○
冒
旨
①
ぐ
○
昌
○
匡
威
。
ご

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
勵

五
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之
は
第
七
回
目
の
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
常
選
で
あ
る
。
こ
の
巴
里
に
於
て
大
勝
し
た
こ
一
こ
は
、
選
畢
毎
に
彼
に
對
し
て

一
種
の
人
民
投
票
の
形
勢
季
ぞ
生
じ
た
こ
と
“
共
↓
尽
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
に
對
す
る
人
心
の
赴
向
今
ぞ
知
る
こ
と
が
出
來
ら
。

こ
の
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
驚
異
的
な
大
勝
に
附
随
し
て
起
っ
た
民
衆
の
熱
狂
は
彼
を
押
し
立
て
。
ヱ
リ
ゼ
宮
へ
向
は
ん
壱
こ

プ
ク
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
一
五
二

右
の
如
く
之
の
連
動
は
肺
會
的
政
治
的
に
由
来
す
る
所
に
於
て
複
雑
で
あ
り
、
一
棟
な
ら
ざ
る
動
機
が
存
し
て
ゐ
る

け
れ
さ
も
、
《
嚴
曽
〕
〔
胃
号
碗
冒
の
８
コ
弄
昌
房
ゞ
》
の
語
句
が
示
す
や
フ
に
、
時
の
共
棚
政
に
不
満
で
あ
る
こ
一
こ
に
於
て
こ

の
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
蕪
は
結
ば
れ
、
從
っ
て
こ
の
故
に
共
和
派
｝
こ
の
二
大
對
立
を
政
治
上
に
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
抗
争
に
於
て
、
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ヱ
運
動
が
廠
隙
上
に
共
和
政
治
山
恐
威
一
こ
し
て
明
白
に
形
に
示
さ
れ
て
來
た
の
は
、

こ
の
運
動
の
最
後
を
飾
っ
た
一
八
八
九
年
一
月
二
十
七
日
一
Ｌ
フ
ロ
ッ
ヶ
内
側
の
も
一
こ
に
行
は
れ
た
る
巴
里
の
逃
聚
で
あ

る
。
こ
れ
は
共
和
波
に
厨
し
た
オ
ゥ
グ
ス
ト
・
ユ
ウ
ド
の
死
に
よ
っ
て
、
セ
ェ
ヌ
縣
の
袖
欠
選
器
行
は
れ
巴
里
に
終
る

所
の
も
の
で
あ
っ
た
。
之
迄
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
の
立
僻
補
地
は
す
べ
て
地
方
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
‘
途
に
共
和
派

の
牢
固
た
る
傳
統
的
地
盤
巴
里
に
於
て
初
め
て
立
候
袖
し
た
こ
一
こ
は
注
目
に
値
す
る
。
共
和
減
の
推
す
ジ
ャ
ッ
ク
、
牡

會
黛
よ
り
出
た
プ
ウ
レ
及
び
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
さ
の
三
人
に
て
争
は
れ
た
が
、
そ
の
結
果
の
み
を
簡
軍
に
數
字
に
て
記
す

れ
ば
左
の
如
く
で
あ
る
。

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ニ
二
四
四
、
○
七
○
票

ジ
ャ
ッ
ク
一
六
二
、
五
二
○
票

プ
ウ
レ
一
六
、
七
六
六
票
罵



』

し
た
こ
一
こ
で
あ
る
。
こ
の
氣
迩
に
乗
ず
れ
ば
軍
除
と
云
ひ
幣
察
と
云
ひ
一
脈
彼
に
通
す
る
も
の
。
あ
っ
た
時
、
明
か
一
Ｌ

ク
ウ
デ
タ
断
行
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
形
勢
に
あ
っ
て
、
共
和
派
の
感
憶
へ
｝
狼
狽
》
こ
を
次
の
一
文

に
て
見
よ
う
。
営
時
閣
蕊
に
あ
っ
た
ド
・
フ
レ
シ
ネ
の
阿
想
録
に
は
以
下
の
如
く
記
し
て
あ
る
。

自
』
⑦
ｍ
○
月
旨
の
日
⑦
口
①
晨
亨
唖
の
ｇ
５
匡
雪
釦
吊
、
言
芹
行
い
ｇ
具
言
旦
必
〕
○
匡
旨
か
己
○
易
毎
日
①
い
の
○
．
ぐ
Ｏ
Ｑ
ｐ
酔
卦
目
』
国
涜
舟
．

●

，

ト

ロ
日
〕
ｍ
８
ｏ
ｏ
】
】
ぬ
田
目
冒
】
冒
○
負
服
）
行
い
目
２
５
］
〕
吻
庁
吻
巨
厨
①
鴬
国
○
巳
冒
昌
引
①
ゅ
晩
⑦
冒
○
旦
巨
ご
昂
具
．
。
①
門
冨
］
百
ｍ
目
冒
冒
‐

●

●

●
■

吻
胃
①
鋤
胃
○
で
○
ぬ
閂
⑦
具
亀
色
亘
〕
『
讐
色
艮
角
庁
昌
○
屋
ぐ
堅
堅
ロ
》
、
巨
岩
の
ｇ
負
①
Ｃ
Ｏ
冒
淫
ｇ
ｏ
ｏ
員
【
①
冒
詞
、
己
巨
乏
昼
匡
⑦
、
弓
①

夕

晩
①
ロ
砠
旨
汽
冨
昼
巨
①
巳
①
夛
房
冒
○
巳
一
再
胃
Ｑ
⑦
彦
房
○
○
匡
鼻
『
壽
官
○
日
宮
の
目
の
具
旨
吻
三
の
⑦
色
昌
〕
①
一
）
目
の
旨
①
習
い
的
の
胃
』
○
己
．

巳

自
の
己
》
⑦
巨
『
①
ロ
弄
一
〕
鱈
切
旦
⑦
『
）
⑦
旨
〕
⑦
シ
・
毎
〕
ご
○
己
芹
『
①
同
。
①
白
巨
》
ロ
ー
】
房
目
角
○
庁
の
騨
匡
鄙
昌
庁
旦
⑦
○
○
冒
庁
【
Ｐ
胃
①
固
匡
。
『
○
岸
．
弓
⑦

○
○
房
臼
｝
Ｑ
丹
冨
臼
巳
ｃ
扇
巨
①
『
自
己
再
箇
二
ｍ
』
臼
昌
苛
め
些
恥
日
①
具
め
全
冒
〕
①
旨
さ
門
冒
（
量
○
冒
昌
匡
自
）
①
昌
具
庁
Ｑ
ｏ
忌
尉
閂

巳

呂
廓
行
蔚
『
国
言
添
い
己
．
国
目
８
昌
酔
鼻
巨
の
ｏ
い
届
ぬ
⑦
電
庁
の
騨
巨
』
〕
２
。
堅
）
Ｃ
い
⑦
昌
一
《
Ｅ
〕
ご
同
２
２
訂
］
己
Ｐ
昌
騨
巨
晟
冨
三
芦
い
‐

●

ゆ

め
①
Ｈ
ｐ
ｇ
詳
旦
屋
ｍ
ｏ
Ｈ
巨
言
国
巨
己
昌
○
『
ご
茸
冒
四
目
》
○
○
ご
ぬ
一
旦
、
嵐
恥
○
○
］
ご
戸
昌
①
庁
冒
ご
臼
邑
⑦
巨
司
一
己
○
】
⑦
己
。
①
○
○
口
で
の
鄙
ｎ
ｏ
屋
崗
忌
騨
巨
〆
冒
ご
Ｐ
冒
戸
‐

。

④

瀞
昇
鼻
５
房
で
示
匡
岨
９
国
一
Ｈ
＄
．
。
鮮
己
毎
勺
○
日
員
．
可
さ
邑
画
鼻
匡
ロ
喝
斡
ロ
ロ
醜
月
門
昌
の
①
』
の
胃
芦
騨
く
巴
拝
８
昌
○
日
切

■

景
諒
己
巨
匡
房
、
ｇ
昌
冒
。
①
房
厨
．
ロ
⑦
ぐ
Ｐ
胃
冒
国
扇
ｏ
冒
豐
胃
員
２
月
。
⑦
罠
昇
降
陣
ご
ロ
亘
言
怠
冒
昌
庁
。
①
ｇ
融
、
①
、

、

■

右
に
於
て
注
意
す
べ
き
は
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
を
反
逆
罪
に
間
は
ん
↑
こ
し
Ｔ
↑
ゐ
る
と
》
こ
で
あ
り
、
叉
急
速
峰
フ
ロ
ッ
ヶ
從
來

の
主
張
を
棄
て
ゞ
選
畢
制
度
を
軍
記
投
票
制
（
庁
ｍ
ｏ
冒
冒
冒
旨
Ｃ
冒
冒
己
）
に
改
正
せ
ん
．
、
｜
提
案
せ
る
こ
一
こ
で
あ
る
。

ｊ醜く

宮
か
諒
蔚
ロ
。
＄
・
・
・
ご

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
動

五
三

’



I

フ
ロ
ッ
ヶ
内
閣
に
繼
ぐ
一
ラ
ラ
ァ
ル
内
閣
は
殆
一
》
」
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
對
抗
に
終
始
し
た
ご
云
っ
て
よ
い
。
一
八
八
九

年
四
月
四
日
、
政
府
は
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
が
政
盤
愛
革
の
陰
謀
今
そ
企
て
た
こ
の
理
由
を
以
て
之
が
起
訴
を
決
意
し
た
。
こ

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
五
四

常
時
の
制
度
で
あ
る
連
記
投
票
制
（
一
の
ｍ
ｏ
目
冒
号
冒
①
）
は
小
数
反
動
派
の
策
謀
や
封
じ
肌
つ
地
方
の
小
利
害
」
踊

蹄
せ
ず
則
塚
的
大
局
に
立
つ
人
材
を
得
ん
こ
さ
を
期
し
て
一
八
八
五
年
六
月
十
六
日
の
法
律
一
し
よ
り
て
確
立
さ
れ
た
の

３

で
あ
る
が
、
事
志
一
へ
｜
建
つ
一
Ｌ
却
へ
り
て
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
黛
砂
小
数
に
制
せ
ら
れ
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
樋
め
て
多
数
山
選
畢

旺
ょ
ｈ
進
出
せ
ら
れ
、
一
種
の
こ
の
間
接
人
民
投
票
に
よ
り
て
ク
ウ
デ
タ
を
誠
が
る
に
充
分
な
る
椛
力
を
得
て
來
た
情

．
“

勢
に
於
て
、
投
票
制
度
の
改
正
が
重
大
な
問
題
ご
な
っ
た
の
は
當
然
で
あ
る
。

「
皇
帝
エ
ル
ネ
ス
ト
」
の
壷
位
◇
ぞ
思
は
し
め
た
こ
の
形
勢
に
於
て
，
「
若
し
も
彼
が
逵
畢
の
常
夜
自
彊
の
号
昌
〕
具
‐

旨
。
厭
い
の
先
頭
に
立
ち
、
後
に
潮
の
如
き
黛
貝
を
卒
ゐ
て
ヱ
リ
ゼ
宮
へ
向
ひ
た
ら
ん
か
、
形
勢
誠
に
逆
賭
し
難
い
も
の

、
ノ

昨
ｏ
Ｆ
Ｕ

が
あ
っ
た
。
況
や
公
安
等
衛
隊
の
中
に
彼
に
心
を
寄
す
る
背
甚
だ
多
か
り
し
一
Ｌ
於
て
」
｜
『
一
同
じ
回
想
録
に
於
て
フ
レ
シ

ネ
も
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
遂
に
こ
の
こ
一
こ
は
成
ら
な
か
っ
た
。
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
が
ク
ウ
デ
タ
の
断
行
を
避
け
た

６〃
、

、
夕３

こ
一
こ
｝
に
就
い
て
は
、
そ
の
無
策
、
勇
氣
に
欠
け
た
こ
さ
に
蹄
す
る
見
解
一
こ
、
彼
が
興
に
共
和
思
想
に
生
き
飽
く
ま
で
そ

戸
‐
ｊ

の
⑪

、
Ｅ
げ

の
力
を
信
じ
で
選
翠
に
於
て
手
は
ん
一
こ
し
た
こ
、
こ
に
蹄
す
る
説
こ
の
二
つ
に
分
け
ら
る
・
・
之
に
就
い
て
は
プ
ウ
ラ
ン

ジ
ェ
の
言
よ
り
得
ら
る
・
も
の
が
な
い
。

へ

五
一

0
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れ
が
た
め
に
議
曾
に
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
議
員
資
格
剥
奪
ぞ
先
づ
要
求
し
た
。
次
で
八
日
、
そ
の
罪
状
を
審
問
す
る
た
め

に
、
共
和
國
窓
法
の
定
め
る
所
に
從
っ
て
、
上
院
議
員
よ
ｈ
成
る
高
等
裁
判
が
組
織
さ
れ
た
。

政
府
が
↓
こ
っ
た
こ
の
断
乎
た
る
態
度
に
、
之
よ
り
既
に
先
身
邊
の
急
窮
醗
知
し
て
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
は
國
外
に
逃
れ
た

（
四
月
一
日
）
・
彼
は
そ
の
愉
怪
の
出
立
に
就
い
て
書
簡
を
「
自
由
の
國
」
白
耳
義
よ
り
そ
の
蕪
員
に
寄
せ
て
ゐ
る
。

（
四
月
一
日
）
・
彼
は
そ
の
愉
硝

そ
の
意
味
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

「
自
分
は
上
院
の
裁
判
に
服
從
す
一
Ｃ
意
志
は
更
ら
に
な
い
。
彼
等
は
個
人
的
感
情
や
、
そ
の
含
む
所
の
懲
か
な
怨

恨
に
よ
り
、
叉
彼
等
自
身
の
不
人
望
を
自
発
し
て
盲
目
｝
ご
な
っ
て
ゐ
る
が
故
で
あ
る
。
（
略
）
公
平
な
る
裁
判
官

の
而
前
に
呼
出
さ
る
』
日
に
は
、
そ
れ
に
應
じ
よ
う
。
（
略
）
自
分
は
こ
の
自
由
の
國
よ
り
、
來
る
総
選
畢
が
途

８３

に
住
み
得
る
公
正
且
つ
自
由
の
共
和
國
を
建
設
す
る
に
至
る
で
あ
ら
う
こ
と
を
待
望
す
る
も
の
で
あ
る
」
「
ご
・

こ
の
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
の
「
住
み
得
『
ｃ
公
正
Ⅱ
つ
自
由
の
共
和
剛
」
の
待
望
は
．
こ
の
年
九
月
の
總
選
聖
の
結
果
に
明

か
な
る
如
く
、
却
へ
り
て
共
和
派
の
一
致
に
よ
っ
て
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
ー
無
の
終
満
一
ご
共
に
空
し
く
消
え
失
せ
た
。

本
來
共
和
主
義
的
で
あ
っ
た
と
思
考
さ
れ
る
こ
の
蓮
勅
が
、
途
に
發
腱
し
て
反
共
和
主
義
的
連
動
の
側
向
を
さ
り
、

何
等
の
結
資
を
有
す
る
こ
｜
こ
な
く
し
て
終
っ
た
が
、
之
に
就
い
て
は
民
衆
の
出
川
が
永
綱
的
で
な
か
っ
た
こ
一
こ
、
そ
の

主
張
の
中
に
時
代
の
要
求
の
彼
方
に
砿
の
得
る
政
治
的
献
會
的
維
濟
的
形
式
を
含
む
も
の
で
な
か
・
つ
た
こ
と
が
考
へ
ら

れ
る
。
所
謂
「
耐
會
主
義
」
が
之
に
見
ら
れ
《
わ
け
れ
一
ど
も
マ
ル
ク
ス
の
そ
れ
に
及
ぶ
も
の
で
な
か
っ
た
。
恋
法
修
正
の

要
求
が
あ
っ
た
が
何
等
オ
リ
ヂ
ナ
ル
な
も
の
で
な
く
特
に
そ
の
案
に
は
明
確
を
欠
く
所
の
も
の
が
あ
っ
た
。
王
黛
の
策

プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤

一
五
五

●
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プ
ワ
ラ
ン
ジ
ェ
運
動
一
五
六

謀
も
趣
に
共
和
制
を
倒
し
得
ず
之
に
代
り
得
な
か
っ
た
。
こ
の
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
蕪
敗
退
の
最
も
著
し
き
結
果
↑
こ
し
て
，

二
つ
の
注
目
す
べ
き
事
蛮
か
ア
ノ
ト
ォ
に
よ
っ
て
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
こ
右
黛
の
一
部
が
王
政
主
義
か
ら
離
れ

て
、
既
一
，
吟
在
る
所
の
制
度
の
中
に
そ
れ
を
導
入
し
得
ら
れ
る
如
き
形
式
を
求
め
た
こ
一
こ
で
あ
る
。
「
迷
夢
を
悟
り
た
る
」

ポ
ナ
パ
ル
ト
派
の
代
議
士
に
て
辮
舌
に
優
れ
た
ラ
ウ
ー
ル
・
デ
ュ
ヴ
ァ
ル
は
既
に
こ
の
こ
・
こ
を
一
八
八
六
年
十
二
月
以
來

識
曾
に
て
述
べ
來
つ
た
所
で
あ
る
。
即
ち
「
柳
剛
山
が
或
は
犯
し
得
る
所
の
そ
の
妓
大
の
過
誤
は
、
共
和
政
を
一
つ
の

過
渡
的
事
件
一
こ
し
て
信
ぜ
し
め
ん
、
こ
す
る
こ
一
ご
で
あ
る
。
共
和
政
こ
は
何
ぞ
や
。
極
め
て
そ
れ
は
簡
箪
で
あ
る
。
共
和

政
は
仙
人
に
も
脇
せ
ず
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
人
の
も
の
で
あ
る
。
若
し
も
諸
君
が
之
に
來
れ
ば
、
諸
君
の
も
の
で
あ
る
、

云
々
」
↓
こ
。
叉
教
皇
レ
オ
十
三
世
も
共
和
政
に
對
し
て
親
和
の
態
度
を
一
ご
ら
ん
と
し
て
『
？
。
。
（
二
）
又
他
方
に
於
て

共
和
熊
の
未
來
に
重
き
季
望
娃
す
一
派
は
、
制
度
（
Ｈ
侭
冒
①
）
の
川
越
よ
ｈ
離
れ
て
流
會
問
題
の
研
究
に
専
心
す
る
傾
向

、
ノ３

〃
Ｋ

一
ご
な
っ
た
。
ポ
ァ
ン
ヵ
レ
、
デ
シ
ャ
ネ
ル
、
ジ
ョ
ウ
レ
ス
、
、
と
ル
ラ
ン
、
ア
ノ
ト
オ
等
で
あ
る
ｕ
大
衆
が
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ

運
動
に
於
て
發
見
す
る
こ
－
こ
を
信
じ
た
政
治
的
、
肚
會
的
希
望
｝
卜
關
し
て
、
及
び
そ
の
修
正
の
主
張
に
開
し
て
ジ
ョ
オ

レ
ス
の
番
い
て
ゐ
る
所
は
、
又
プ
ゥ
ラ
ン
ジ
ェ
蓮
叫
こ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
ー
こ
の
關
係
を
興
味
深
く
感
ぜ
し
む
る
も
の
が
あ

る
。
曰
く
「
プ
ウ
ラ
ン
ジ
雲
通
勤
の
中
］
し
、
側
道
に
そ
れ
た
一
こ
は
云
へ
、
大
き
な
祀
會
主
義
の
混
合
物
の
あ
り
し
こ
一
己

は
確
か
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
は
、
自
ら
の
誤
謬
に
氣
付
く
や
否
や
漸
次
そ
れ
は
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
か
ら
遠
退
い

た
。
（
略
）
ブ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
難
の
雨
意
的
の
黙
は
吾
々
民
主
的
共
和
派
を
困
惑
せ
し
め
た
。
修
正
に
開
し
て
亟
曼
は
人

民
の
譜
臨
を
求
め
た
る
に
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
連
動
は
一
人
の
君
臨
を
求
め
た
。
亦
就
命
主
義
に
開
し
て
、
そ
れ
は
吾
人

l
」

●
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に
一
こ
り
て
は
科
學
ゞ
ご
自
咽
こ
一
し
由
る
正
義
の
宙
現
で
あ
っ
た
が
、
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
連
動
に
あ
っ
て
は
誘
は
れ
た
る
衆
蝕

に
對
す
る
纂
奪
者
の
謎
の
微
笑
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
タ
キ
ッ
ス
は
ゲ
ル
マ
ン
民
族
の
侵
入
し
た
土
地
に
於
疋
雑
馬
車
剛

は
一
日
の
戦
を
以
て
そ
の
軍
旅
を
樹
つ
る
こ
］
こ
が
出
来
な
か
つ
だ
ご
語
っ
て
ゐ
る
。
吾
々
も
亦
プ
ウ
ラ
ン
ジ
ェ
通
勤
の

“

沼
ご
滑
り
易
い
そ
の
雨
意
的
の
黙
一
こ
に
於
て
、
吾
が
耐
會
的
希
望
の
旗
を
立
て
得
な
か
っ
た
」
↓
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